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○1 文 化 会 館 た づ く り 設 備 更 新 型  

Ｅ Ｓ Ｃ Ｏ 事 業  

＜生活文化スポーツ部文化生涯学習課＞ 

○2 総合福祉センターのソーラー集熱を利用

した給湯によるガス使用量の抑制  

＜ 福 祉 健 康 部 福 祉 総 務 課 ＞  

○3 ボードを活用した紙使用量削減の取組  

＜ 福 祉 健 康 部 高 齢 者 支 援 室 ＞  

○4 街 路 灯 の Ｌ Ｅ Ｄ 化 の 推 進  

＜ 都 市 整 備 部 道 路 管 理 課 ＞  

○5 西 部 公 民 館 の 環 境 へ の 取 組  

＜ 教 育 部 西 部 公 民 館 ＞  

○6 市 議 会 ペ ー パ ー レ ス 化 の 取 組  

＜ 議 会 事 務 局 ＞  

 

 

 

[  解 説 ]「 環境管理委員会」  

庁内の環境に係る事項について審議等を

行う組織です。副市長（環境担当）を委員

長とし，環境部長を副委員長，各部長を主

とした各実行部門長を委員としています。  

 

 

 

 

 

 

 
 

※情報交換の詳細  ⇒ ファイルサーバ（ 0006_タブレット端末活用会議 -外部 -03 環境管理委員会）  

 

環境負荷低減の取組は，決して 

「ガマン」ではなく，快適な職場環境

の実現や，新しいツールによる作業負

荷の低減など，生活をより「豊かに」し

ていくものです。 

今号では，内部環境監査で見つ

けた環境に良い取組も紹介してい

ますので，ぜひご覧ください。 

令和３年度第２回環境管理委員会情報交換概要  

＼ 太 陽 光 発 電 ／  

 

第１０３号（令和 4.3.10）  

発行：環境政策課ＩＳＯ事務局（内７０８６） 

令和３年度第２回環境管理委員会を開催しました  
～各部の環境負荷低減の取組に関する意見交換を実施～  

調布市は，様々な環境施策を推進する立

場である一方，自身が多くのエネルギーや

資源を消費する「大規模事業者」です。脱

炭素社会の実現に向けて，市民や事業者，

団体等の皆さんの共感と協力を得るため

にも，市自らがゼロカーボンシティの実現

に資する取組を実行する必要があります。 

そのため，市では各部・局及び会計課を

実行部門として，『第４次地球温暖化対策

実行計画（事務事業編）』に基づく，環境

負荷を低減する取組を実施し，「環境管理

委員会」で点検・評価しています。 

令和３年度第２回環境管理委員会（12月

21日開催）では，各部門の積極的な取組に

ついて情報共有・意見交換を行い，今後の

大きな目標達成に向けて庁内横断的な取

組を加速させていくことを確認しました。 

 

[  解 説 ]「第 4 次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」 

市 役 所 の す べ て の 施 設 ・ 車 両 を 対

象 と し ， 全 庁 で C O 2を 削 減 す る 計 画 で

す 。 R 7年 度 に H 2 5年 度 比 1 7％ 削 減 ，

R 1 2年 度 に H 2 5年 度 比 4 0 %削 減 を 目 指 し

ま す 。 計 画 期 間 ： R 3年 度 ～ R 7年 度  
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[解説！ ]令和３年度内部環境監査結果  

 

Ｐ（計 画 ）：環 境 目 標 及 び実 施 計 画 の作 成  

 

Ｄ（実 施 ・運 用 ）：取 組 の実 施  

 

Ｃ（点 検 ・評 価 ）：内 部 環 境 監 査  

 

Ａ（改 善 ）：市 長 による見 直 し  

令 和 ３ 年 度 監 査 概 要  
 

監 査 対 象 （ 全 ２ １ 課 ）  

１  当 該 年 度 被 監 査 課 （ ２ 年 に １ 度 ） … １ ９ 課   

生 活 文 化 ス ポ ー ツ 部  ５ 課 ， 子 ど も 生 活 部  ４ 課 ，  

   福 祉 健 康 部  ６ 課 ， 環 境 部  ３ 課 ， 会 計 課  

２  環 境 に 係 る 重 要 度 が 高 い 所 属 （ 毎 年 ） … ２ 課  

   総 務 部  管 財 課 ， Ｉ Ｓ Ｏ 事 務 局  

３  前 回 指 摘 （ 問 題 ） が あ っ た 課 … な し  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ス ケ ジ ュ ー ル  

１ ０ 月  各 課 の 監 査 を 実 施  

１ １ 月  結 果 報 告 書 ま と め ・ 市 長 報 告  

１ ２ 月  環 境 管 理 委 員 会 報 告  

 

 

問 題 の 件 数 と 内 容   

重 大 な 問 題   ０ 件  

軽 微 な 問 題   ０ 件  

助 言      １ 件   
 

 

内 部 環 境 監 査 は ， 環 境 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム が ， 環 境 管 理 マ ニ ュ ア ル

や ， 毎 年 設 定 し て い る 環 境 目 標 に 合 わ せ て ， 適 切 に 実 施 さ れ て い る か 確

認 し ， 改 善 に つ な げ る も の で ， 毎 年 １ ０ 月 頃 に 実 施 し て い ま す 。  

 

本庁舎に属する課は，２年に１回の頻度で

監査を受けます。監査を受けて 「問題があ

る」と指摘を受けたら ，翌年度・翌々年度

と，最低 ３年連続で監査 を受けます。  

[   解説！ ]  
 

今回の助言内容は，各課で行う「環境研修」

を適切な時期に行うことについてであり，こ

の，研修実施時期については，例年，助言や指

摘（問題）があります。各課の職員を対象とし

て，各所属長が企画して実施する「環境研修」

は，第１四半期中に実施してください。  

 

[   解説！ ]  
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〇 農 政 課  [省 エ ネ の 取 組 ]  

自 動 車 を 極 力 使 用 し な い た め ， 自 転

車 を 最 大 限 活 用 し た 。 自 転 車 を 活 用 す

る こ と に よ り ， 市 内 に 点 在 す る 農 地 の

現 状 も 移 動 中 に つ か む こ と が で き ， 省

エ ネ と 業 務 情 報 の 把 握 と を 兼 ね ら れ る

利 点 が あ る 。  

〇 ス ポ ー ツ 振 興 課  [省 エ ネ の 取 組 ]  

執 務 室 内 の 窓 に 遮 光 用 ネ ッ ト を 取

り 付 け ， 直 射 日 光 を 軽 減 し 冷 房 の 効

率 化 を 図 っ た 。  

〇 児 童 青 少 年 課  [省 エ ネ の 取 組 ] 

電 灯 ス イ ッ チ の 設 置 個 所 に ， 退 庁

時 の チ ェ ッ ク 事 項 一 覧 表 を 掲 示 し ，

電 灯 や Ｐ Ｃ ・ プ リ ン タ 等 各 種 機 器 の

電 源 の 切 り 忘 れ ， 窓 の 閉 め 忘 れ 等 防

止 を 図 っ た 。  

令和３年度内部環境監査結果 [優秀な取組 ] 

 

内 部 環 境 監 査 は ， 問 題 が あ る 部 分 を 指 摘 し て 改 善 に つ な げ る 効 果 が

あ り ま す が ， 各 課 で 積 極 的 に 行 わ れ て い る 環 境 に 良 い 取 組 を 見 つ け ，

普 及 ・ 啓 発 し ， 全 庁 の 改 善 に つ な げ る 役 割 も 持 っ て い ま す 。  

今 回 の 監 査 で は ， １ ２ 件 も の 「 優 秀 な 取 組 」 が 集 ま り ま し た 。 そ こ

で ， 次 号 も 含 め ， ２ 号 に わ た っ て 各 課 １ 件 は 紹 介 し た い と 思 い ま す 。

今 回 は 省 エ ネ の 取 組 特 集 で す 。  

 

[   解説！ ]  
 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 が 多 い

の は 空 調 関 連 と 照 明 で す 。

エ ネ ル ギ ー 消 費 量 の ３ ／ ４

を 占 め る た め ， そ の 無 駄 を

抑 え る 取 組 は ， と て も 有 効

な 省 エ ネ で す 。  

何 事 も 無 理 や り で は 続 き

ま せ ん 。  

業 務 上 （ ご 家 庭 で も ） の

メ リ ッ ト と 環 境 配 慮 を う ま

く 組 み 合 わ せ る こ と が で き

れ ば ， 継 続 し て い け る 取 組

に な り ま す 。  

出典：環境省  ZEBPORTAL  

事務所･ビルにおけるエネ

ルギー使途別の消費内訳例  

空調関連 39% 

[解説！ ]  
 自 動 車 に よ る C O 2 排 出 は ， 国

内 「 運 輸 部 門 」 の 中 で ８ 割 強 ，

自 家 用 乗 用 車 だ け で も ５ 割 弱 を

占 め ま す 。 １ 台 １ 台 は 小 さ い で

す が ， ま と ま る と か な り 大 き な

環 境 負 荷 に な っ て い ま す 。  

「 運 輸 部 門 」 に

は ， 宅 配 業 者 や

交 通 機 関 だ け で

は な く ， 一 般 家

庭 や 事 業 所 の 乗

用 車 ・ 貨 物 車 も

入 り ま す 。  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 令 和 ３ 年 度 第 ２ 四 半 期 の 環 境 目 標 達 成 状 況  

取組対象 

 

項  目  
R3 第 2 四半期 

判 定  

R3 第 1四半期 

判 定  

全公共施設 

  ・車両 
各

課

共

通

項

目  

1  

第 4 次調布市地球温暖化対策実行計画 

(事務事業編）に係る CO2 排出量の削減 
-令 和 元 年 度 比 1 . 2％ 削 減 -  

 

〇  
- 5 . 6 % 

 

〇  
- 1 0 . 8 %  

たづくり 

市庁舎 

ｸ ﾞ ﾘ ｰ ﾝ ﾎｰ ﾙ 

総 合 福 祉 セ ン タ ー 

2  
環境確保条例に係る CO 2 排出量の削減 

-基 準 年 度 か ら 2 7％ 削 減 -  

 

未達成 
- 2 6 . 1 % 

 

〇  
- 3 2 . 1 %  

全 課  3  

グ リ ー ン 購 入 の 推 進  
-グ リ ー ン 購 入 率 を 9 5％ 以 上 に す る -  

※ 「 グ リ ー ン 購 入 法 適 合 商 品 」 購 入  
〇  〇  

市庁舎内 

の全 課  

管

財

課  

項

目  

1  
電 気 使 用 の 抑 制  

-令 和 元 年 度 を 上 回 ら な い -  
〇  〇  

2  
ガ ス 使 用 の 抑 制  

-令 和 元 年 度 を 上 回 ら な い -  〇  〇  

3  
水 道 使 用 の 抑 制  

-令 和 元 年 度 を 上 回 ら な い -  
未達成 未達成 

4  

可 燃 物 排 出 量 の 削 減  
-令 和 元 年 度 を 上 回 ら な い -  
※資源物（新聞・雑誌＋リーフレット・段ボール 

・ ミ ッ ク ス ペ ー パ ー ） ＋ 資 源 物 以 外 の 可 燃 物  

〇  〇  

5  

不 燃 物 排 出 量 の 削 減  
-令 和 元 年 度 を 上 回 ら な い -  
※ 不 燃 物 … 資 源 物 （ カ ン ・ ビ ン ・ ペ ッ ト ボ ト ル  

・ プ ラ ス チ ッ ク ） ＋ 資 源 物 以 外 の 不 燃 物  

〇  未達成 

 

 

★環境目標 (各課共通項目 ･管財課項目 )★  

 

 
 

 

「 環 境 目 標 」 は ， 全 庁 で 取 り 組 む ， 市 の 事 務 事 業 か ら 発 生 す る 環

境 負 荷 を 低 減 し ， 環 境 保 全 を 行 う た め の 目 標 で す 。 現 在 は ，「 2 0 50

年 ゼ ロ カ ー ボ ン シ テ ィ 」 を 目 指 す う え で の 市 の 率 先 行 動 と し て ， 温

室 効 果 ガ ス の 排 出 を 抑 制 す る こ と を 主 眼 に 設 定 し て い ま す 。  
 

 

 

 

 
 

〇 … 達 成  

緊急事態宣言下において 施設の利用制限が行われていた ことから達成

していた 「 CO 2 排出量 の削減」関連目標の，削減率が下がってきまし

た。水道 使用量は手洗いの励行 等 による使用量増加が要因です 。  

 

[コ ラ ム ]全 国 で 初 の フ ロ ン 排 出 抑 制 法 違 反 に よ る 検 挙 者 が 出 ま し た 。  

冷 凍 空 調 機 器 に 冷 媒 と し て 使 用 さ れ て い る フ ロ ン

の 温 室 効 果 は ， Ｃ Ｏ ２ の 数 十 倍 か ら 一 万 倍 以 上 と 非

常 に 大 き く ， 気 候 変 動 に 大 き な 影 響 を 及 ぼ し ま す 。

警 視 庁 と 東 京 都 は フ ロ ン の み だ り 放 出 等 の 不 適 正 事

案 に 対 す る 取 り 締 ま り を 強 化 し て い ま す 。  

令 和 ３ 年 １ １ 月 ９ 日 に ， 全 国 で 初 の フ ロ ン 排 出

抑 制 法 違 反 に よ る 検 挙 者 が 出 ま し た 。  

フ ロ ン 排 出 抑 制 法 対 象 機 器 に つ い て は ， 各 施 設

長 が 責 任 者 と な る た め ， 改 め て 適 切 な 管 理 ・ 廃 棄

等 管 理 者 の 責 務 に つ い て 確 認 を お 願 い し ま す 。  

 

 

 

 

動画URL：https://youtu.be/ex3105sC4Xc 

＜参考＞ 

改正フロン排出  

抑制法 オンライン

説明会  


